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不
利
益
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労
働
契
約
条
項
に
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す
る
「
労
働
者
の
同
意
」

｜
｜
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
に
示
唆
を
求
め
て
｜
｜

野
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１

は
じ
め
に
｜
「
沈
黙
か
ら
言
葉
へ
」
｜

２

日
本
の
労
働
契
約
論
に
お
け
る
労
働
者
の
同
意
論

３

フ
ラ
ン
ス
労
働
契
約
に
お
け
る
合
意
の
諸
相

４

日
本
法
へ
の
示
唆
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１

は
じ
め
に
｜
「
沈
黙
か
ら
言
葉
へ
」
｜

フ
ラ
ン
ス
のJa

cq
u
es L

e G
o
ff

教
授
に
よ
る
、
労
働
法
史
の
大
著
は
、『
沈
黙
か
ら
言
葉
へ
（D

u silen
ce a

la p
a
ro
le

）』
と
い
う
タ

イ
ト
ル
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る１

）。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
一
八
三
〇
年
以
降
の
労
働
法
の
発
展
史
が
、
使
用
者

の
専
制
的
支
配
の
も
と
で
の
労
働
者
の
「
沈
黙
」
に
よ
る
従
属
（
時
と
し
て
不
満
の
暴
発
）
関
係
の
法
か
ら
、
労
使
間
の
「
言
葉
」、
す
な

わ
ち
労
働
者
を
意
思
主
体
と
と
ら
え
、
そ
の
同
意
に
よ
る
関
係
性
の
法
へ
の
発
展
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
労

働
法
が
形
成
さ
れ
る
以
前
の
唯
一
の
法
源
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
い
て
、
雇
用
関
係
は
役
務
賃
貸
借
（lo

u
a
g
e d
e serv

ice

）
と

し
て
構
成
さ
れ
、
運
送
手
段
や
牛
馬
の
賃
貸
借
と
同
列
に
置
か
れ
て
い
た
。
サ
ー
ビ
ス
（
役
務
）
は
取
引
対
象
た
る
一
種
の
物
で
あ
る
か
ら
、

物
が
言
葉
を
持
つ
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る２

）。
こ
の
よ
う
に
、
労
働
法
史
の
初
期
過
程
は
、
言
葉
を
発
す
る
必
要
の
な
い
、
力
関
係
の
法
の
世

界
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
そ
の
後
に
民
法
典
と
は
別
に３

）、
労
働
法
の
規
整
の
下
に
労
働
契
約
の
概
念
が
定
着
し
た
。
そ
れ

に
よ
り
、
意
思
主
体
と
し
て
「
言
葉
」
を
持
つ
労
働
者
が
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
労
働
契
約
法
の
膨
大
な
規
整
体
系
が
形
成
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
日
本
の
労
働
法
を
見
直
す
と
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
本
で
は
、
①
一
八
九
〇
年
制
定
の
旧
民
法
（
財
産
取
得
篇
二
六

〇
条
以
下
）
に
「
雇
傭
契
約
」
の
規
定
、
一
八
九
六
年
制
定
の
現
行
民
法
で
は
「
雇
傭
」
の
規
定
が
定
め
ら
れ
、
②
一
九
四
七
年
の
労
基
法

（
第
二
章
）
で
労
働
契
約
の
定
め
が
設
け
ら
れ
、
④
二
〇
〇
七
年
に
制
定
さ
れ
た
労
働
契
約
法
に
お
い
て
、
労
働
関
係
に
お
け
る
合
意
の
原

則
と
労
働
者
の
保
護
の
解
釈
方
針
が
確
認
さ
れ
た
（
労
契
法
一
条
、
三
条
一
項
、
五
条
、
六
条
、
八
条
、
九
条
）。
こ
の
よ
う
に
労
働
契
約

に
関
す
る
規
定
は
着
実
に
発
展
し
、
労
働
関
係
に
お
け
る
合
意
基
盤
と
労
働
者
保
護
の
規
律
は
明
確
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
そ

こ
で
は
労
働
者
の
発
す
る
同
意
と
労
使
間
の
合
意
は
、
真
に
「
沈
黙
か
ら
言
葉
」
へ
の
発
展
を
意
味
す
る
と
評
価
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
言
い

換
え
る
と
、
労
働
関
係
は
一
方
の
力
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
契
約
主
体
間
の
合
意
の
支
配
の
も
と
に
展
開
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
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わ
が
国
の
労
働
契
約
理
論
は
、
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
の
点
で
弱
み
を
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
よ
り
合
意
の
原
則
の
実
質
的
な
支
配
の

も
と
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
日
本
の
労
働
契
約
理
論
は
、
な
お
実
定
法
基
盤
に
お
い
て
弱
点
が
あ
る
。
そ
の
中
心
法
規
は
、
二
〇
〇
七
年
に
成
立
し
た
労
働

契
約
法
で
あ
り
、
二
〇
一
二
年
の
改
正
後
も
わ
ず
か
二
二
か
条
か
ら
構
成
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
雇
用
の
現
場
で
日
々
生
起
す
る

労
働
契
約
上
の
数
多
く
の
諸
問
題
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
て
お
ら
ず
、
空
疎
な
内
容
で
し
か
な
い
。
第
二
に
、
日
本
の
労
働
契
約
法
の
理
論

基
盤
も
ま
た
、
貧
弱
と
い
う
し
か
な
い
。
労
働
契
約
法
の
規
定
や
理
論
の
多
く
は
、
最
高
裁
を
中
心
と
す
る
判
例
が
形
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
個
別
の
問
題
解
決
に
重
点
が
置
か
れ
る
た
め
に
、
一
般
契
約
法
の
体
系
か
ら
演
繹
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
く
、
一
般
契
約
法
と
の

関
係
は
未
解
決
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る４

）。
こ
う
し
た
労
働
契
約
論
お
よ
び
そ
の
立
法
か
ら
生
じ
た
脆
弱
性
が
、
労
働
契
約
に
お
け
る

合
意
論
、
特
に
労
働
者
の
同
意
の
あ
り
方
や
評
価
に
つ
い
て
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
で
は
、
判
例
に
お
け
る
わ
が
国
の
労
働
契
約
法
に
お
け
る
労
働
者
の
同
意
の
評
価
や
認
定
の
取
扱
い
に
目
を
向
け
、
「
裸
の
」
合
意

論
と
し
て
の
脆
弱
さ
を
検
証
す
る
。
次
い
で
、
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
理
論
お
よ
び
法
政
策
に
目
を
向
け
て
こ
の
点
の
克
服
の
過
程
を
検
討
し
、

そ
の
上
で
労
働
契
約
合
意
論
の
現
状
か
ら
の
発
展
の
方
向
を
探
る
こ
と
に
す
る
。

２

日
本
の
労
働
契
約
論
に
お
け
る
労
働
者
の
同
意
論

（
１
）
労
働
契
約
法
の
も
と
で
の
同
意
論
の
展
開

労
働
契
約
法
の
制
定
に
よ
り
合
意
の
原
則
が
労
働
関
係
を
支
配
す
る
原
則
と
し
て
確
立
さ
れ
て
以
来
、
裁
判
例
で
は
、
種
々
の
局
面
で
同

原
則
に
よ
る
解
釈
論
上
の
変
化
が
生
じ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
動
向
を
、
次
の
三
つ
の
局
面
で
整
理
し
て
検
討
す
る
。
第
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一
に
、
強
行
法
規
の
適
用
解
除
に
関
す
る
個
別
合
意
の
成
否
で
あ
り
、
特
に
賃
金
放
棄
に
つ
い
て
の
労
働
者
の
同
意
、
お
よ
び
時
間
外
・
休

日
割
増
賃
金
等
の
不
払
い
合
意
に
つ
い
て
、
労
基
法
の
保
護
的
規
制
（
労
基
二
四
条
、
三
七
条
）
の
解
除
が
労
働
者
の
同
意
に
よ
り
ど
こ
ま

で
可
能
と
な
る
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
労
働
契
約
の
内
容
（
労
働
条
件
）
に
関
す
る
個
別
合
意
の
要
件
（
労
契
法
八
条
・
九

条
）
に
関
連
し
て
、
不
利
益
変
更
に
対
す
る
労
働
者
の
同
意
が
い
か
な
る
場
合
に
可
能
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
労
働
契
約
の

終
了
の
側
面
で
も
、
労
働
者
の
同
意
が
中
心
課
題
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
が
い
わ
ゆ
る
不
更
新
条
項
に
つ
い
て
の
労
働
者
の
同
意
、

も
う
一
つ
が
、
合
意
解
約
に
お
け
る
労
働
者
の
同
意
の
意
思
表
示
の
評
価
の
問
題
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
を
順
次
確
証
し
た
上
で
、
判
例
に
お
け
る
合
意
論
の
傾
向
と
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

（
２
）
強
行
法
規
の
適
用
解
除
の
制
限

強
行
法
規
は
、
国
家
（
公
の
秩
序
）
の
発
す
る
私
的
自
治
に
対
す
る
強
い
介
入
の
意
思
に
よ
り
、
そ
の
当
事
者
の
意
思
い
か
ん
に
か
か
わ

ら
ず
適
用
さ
れ
る
法
規
で
あ
る
。
労
働
法
に
お
い
て
は
、
労
基
法
を
中
心
に
広
く
強
行
法
規
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
は
、
罰
則
付

き
の
諸
規
定
（
例
え
ば
、
労
基
法
、
最
賃
法
な
ど
の
主
な
規
定
）
と
罰
則
な
し
の
諸
規
定
（
例
え
ば
、
均
等
法
五
条
・
六
条
、
育
介
法
五

条
・
六
条
・
一
〇
条
な
ど
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
直
律
効
規
定
の
あ
る
法
規
（
労
基
法
一
三
条
、
最
賃
法
四
条
二
項
）
と
直
律
効
の
定
め

の
な
い
法
規
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
で
あ
れ
私
法
上
は
同
規
定
に
違
反
す
る
法
律
行
為
を
違
法
と
評
価
し
、
損
害
賠
償
の
原
因
と
な
り
、
さ

ら
に
は
法
律
行
為
の
効
力
を
否
定
す
る
。

こ
の
よ
う
に
強
行
法
規
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
定
め
る
基
準
に
達
し
な
い
労
働
条
件
に
つ
い
て
労
働
者
が
同
意
し
た
場
合
に
は
、
法
律
行

為
の
効
果
は
生
じ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。
労
働
法
に
お
い
て
、
例
外
的
に
法
令
の
基
準
に
違
反
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
当
該
強
行

法
規
自
体
が
、
労
働
者
の
集
団
的
意
思
（
過
半
数
労
働
組
合
ま
た
は
過
半
数
代
表
者
の
意
思
）
と
い
う
担
保
の
も
と
で
、
同
法
令
に
違
反
す

論 説
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る
こ
と
を
み
ず
か
ら
予
定
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

（
イ
）
賃
金
債
権
の
放
棄
‖
「
労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
」

と
こ
ろ
が
、
か
か
る
法
理
上
の
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
は
労
働
者
の
個
別
同
意
に
基
づ
き
強
行
法
規
の
適
用
を
解
除
す
る
こ
と
を

認
め
て
き
た
。
そ
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
労
基
法
二
四
条
一
項
の
全
額
払
い
の
原
則
の
も
と
で
の
、
賃
金
債
権
放
棄
に

つ
い
て
労
働
者
が
な
す
個
別
同
意
の
効
力
を
容
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
昭
和
四
六
年
の
シ
ン
ガ
ー
・
ソ
ー
イ
ン
グ
・
メ
シ
ー
ン
事
件
で
最
高
裁５

）は
、
全
額
払
い
原
則
の
趣
旨
は
、

労
働
者
に
賃
金
の

全
額
を
確
実
に
受
領
さ
せ
、
労
働
者
の
経
済
生
活
を
お
び
や
か
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
そ
の
保
護
を
は
か
ろ
う
と
す
る
」
こ
と
に
あ
る

か
ら
、
そ
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
労
働
者
が
み
ず
か
ら
退
職
金
債
権
を
放
棄
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
場
合
に
は
、

全
額
払
の
原
則
が

右
意
思
表
示
の
効
力
を
否
定
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
と
ま
で
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
つ
つ
、
た
だ
、
こ
の
「
意
思
表
示
の
効
力

を
肯
定
す
る
に
は
、
そ
れ
が
原
告
﹇
労
働
者
﹈
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
断
し
た

（
以
下
、
判
決
文
の
引
用
の
中
で
、

自
由
な
意
思
」
論
を
援
用
し
て
い
る
部
分
を
ゴ
チ
ッ
ク
で
表
記
す
る
）。

こ
の
よ
う
に
最
高
裁
は
、
賃
金
債
権
を
放
棄
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
二
四
条
一
項
の
全
額
払
い
の
原
則
に
お
け
る
労
働
者
保
護
の
趣
旨
を

強
調
し
、
他
方
で
労
働
者
の
意
思
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
法
抵
触
の
容
認
し
た
。
こ
の
最
高
裁
の
判
断
は
、
そ
の
後
は
労
働
者
の
同
意
に

よ
る
賃
金
債
権
の
相
殺
の
場
合
に
も
拡
張
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る６

）。

そ
し
て
、
特
に
近
年
（
労
契
法
が
施
行
さ
れ
た
平
成
一
九
年
以
後
を
い
う
。
以
下
同
じ
）
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
賃
金
債
権
の
放
棄
や
賃

金
か
ら
の
控
除
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
「
労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
」
で
あ
る
か
と
い
う
判
断
基
準
に

よ
り
解
決
が
導
く
判
断
が
相
次
い
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
平
成
二
〇
年
の
コ
ン
ド
ル
馬
込
交
通
事
件７

）は
、
寮
費
の
控
除
に
関
す
る
合
意
に
つ

い
て
、

そ
の
同
意
が
労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
合
理
的
な
理
由
が
客
観
的
に
存
在
す

る
と
き
に
限
り
、
控
除
が
許
さ
れ
る
」
と
し
て
、
そ
の
効
力
を
否
定
し
て
い
る
。
逆
に
、
平
成
二
四
年
の
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
証
券
事

（81-４- ）867 321
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件８
）は

、
原
告
が
本
件
株
式
褒
賞
の
形
で
賞
与
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
及
び
そ
の
割
合
に
つ
い
て
は
、

原
告
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
い
て
合

意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
合
理
的
理
由
が
客
観
的
に
存
在
す
る
」
と
し
て
そ
の
効
力
を
認
め
る
。
さ
ら
に
、
旅
行
費
控
除

に
つ
い
て
、
平
成
二
五
年
の
協
和
企
業
事
件９

）は
、

本
件
に
お
い
て
、
相
殺
が
労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
認
め
る
に
足
り
る
合
理
的
な
理
由
が
客
観
的
に
存
在
す
る
と
ま
で
は
認
め
が
た
い
」
と
判
断
し
て
控
除
の
効
力
を
否
定
し
て
い
る
。

（
ロ
）
割
増
賃
金
放
棄

次
に
、
近
年
の
裁
判
例
で
は
、
労
基
法
二
四
条
一
項
の
「
全
額
払
い
原
則
」
に
か
か
る
賃
金
債
権
の
放
棄
の
領
域
だ
け
で
な
く
、
同
法
三

七
条
に
基
づ
く
時
間
外
・
休
日
労
働
割
増
賃
金
や
深
夜
割
増
に
つ
い
て
も
、
そ
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
放
棄
す
る
労
働
者
の
同
意
の
効
力
に

つ
い
て
、
や
は
り
「
労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
か
が
判
断
基
準
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ッ
ク
ジ
ャ

パ
ン
事
件10

）で
、
最
高
裁
は
、
月
間
総
労
働
時
間
が
一
八
〇
時
間
を
超
え
た
場
合
に
は
一
時
間
当
た
り
二
五
六
〇
円
を
支
払
う
が
、
月
間
総
労

働
時
間
が
一
四
〇
時
間
未
満
の
場
合
に
は
一
時
間
当
た
り
二
九
二
〇
円
を
控
除
す
る
旨
の
約
定
に
つ
き
、
基
本
給
と
割
増
賃
金
と
が
区
別
さ

れ
て
い
な
い
以
上
、
月
間
一
八
〇
時
間
以
内
の
労
働
時
間
中
の
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
労
基
法
三
七
条
一
項
所
定
の
割
増
賃
金
が
支
払
わ
れ

た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
労
働
者
に
よ
る
割
増
賃
金
の
放
棄
が
な
さ
れ
た
と
い
う
た
め
に
は
、
そ

の
旨
の
意
思
表
示
が
「
当
該
労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
こ
ろ
、
本
件
で
は
、

上
告
人
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
時
間
外
手
当
の
請
求
権
を
放
棄
す
る
旨
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
と
は
い
え
」
な
い
と
判
断
し
た
。
そ
の

他
に
、
例
え
ば
、
平
成
二
六
年
の
親
愛
事
件
東
京
地
判11

）で
は
、

固
定
給
＋
歩
合
給
」
制
で
午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
の
勤
務
を
考
慮

す
る
と
、

東
京
都
の
最
低
賃
金
額
に
も
到
底
及
ば
な
い
水
準
の
収
入
し
か
得
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
前
記
の
署
名
押

印
は
、
原
告
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
」
る
と
判
断
し
て
、
労
働
者
の
同
意
の
効
力
を
否
定
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
下
級
審
で
あ
る
が
、
労
働
者
が
、

今
回
受
領
し
た
割
増
賃
金
以
外
に
、
貴
社
に
対
す
る
賃
金
債
権
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
の
文
言
が
記
載
さ
れ
た
確
認
書
を
署
名
捺
印
の
上
で
提
出
し
て
い
る
場
合
に
、
原
告
ら
に
よ
る
意
思
表
示
は
、

そ
れ
が
同
人
ら
の
自
由
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な
意
思
に
よ
る
も
の
と
認
め
る
に
足
り
る
合
理
的
な
理
由
が
客
観
的
に
存
す
る
と
い
え
る
か
ら
、
割
増
賃
金
債
権
放
棄
の
意
思
表
示
と
し
て

有
効
で
あ
る
」
と
判
断
す
る
裁
判
例
も
み
ら
れ
る12

）。

こ
う
し
て
判
断
の
帰
結
は
い
ず
れ
に
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
、
労
基
法
三
七
条
の
割
増
賃
金
の
制
限
・
放
棄
す
る
労
働
者
の
同
意
に

つ
い
て
も
、

労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
も
の
」
で
あ
る
か
が
判
断
基
準
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
裁
判
例
は
近
年
増

加
し
て
い
る
。

（
ハ
）
労
働
時
間
規
制
解
除
の
合
意
╱
裁
量
労
働
制
、

労
働
時
間
に
関
連
し
て
は
、
判
例
の
動
き
は
見
ら
れ
な
い
が
、
立
法
の
動
向
に
つ
い
て
も
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労

基
法
で
は
、
裁
量
労
働
制
の
う
ち
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
の
み
な
し
時
間
制
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
な
る
労
働
者
の
個
別
の
同
意
が
要
件
と

さ
れ
て
お
り
、
同
意
を
し
な
い
労
働
者
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
い
は
禁
止
さ
れ
る
（
労
基
三
八
条
の
四
第
一
項
六
号
）。
こ
れ
に
加
え
て
、

二
〇
一
四
年
四
月
に
産
業
競
争
力
会
議
が
打
ち
出
し
た
「
個
人
と
企
業
の
成
長
の
た
め
の
新
た
な
働
き
方
」
で
は
、

新
た
な
労
働
時
間
制

度
」
と
し
て
、

労
働
時
間
ベ
ー
ス
で
は
な
く
、
成
果
ベ
ー
ス
の
労
働
管
理
を
基
本
（
労
働
時
間
と
報
酬
の
リ
ン
ク
を
外
す
）
と
す
る
時
間

や
場
所
が
自
由
に
選
べ
る
働
き
方
」
を
推
奨
し
、

Ａ
タ
イ
プ
（
労
働
時
間
上
限
要
件
型
）」
と
「
Ｂ
タ
イ
プ
（
高
収
入
・
ハ
イ
パ
フ
ォ
ー

マ
ー
型
）」
と
を
提
示
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
を
適
用
す
る
場
合
も
、

本
人
の
希
望
選
択
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
」
る
こ
と
、
お
よ
び
同
制
度

の
選
択
ま
た
は
不
選
択
が
不
利
益
を
与
え
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る13

）。

こ
の
よ
う
に
、
労
働
時
間
の
現
行
制
度
や
制
度
改
革
の
動
き
の
中
で
は
、
労
働
者
の
個
別
同
意
を
前
提
に
労
働
時
間
の
規
制
を
緩
和
し
よ

う
と
す
る
動
き
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
当
否
は
こ
こ
で
は
措
く
と
し
て
、
そ
れ
が
実
現
す
れ
ば
、
制
度
運
用
に
お
い
て
か
か
る
同
意
の
意
思

表
示
が
「
自
由
な
意
思
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
」
の
か
を
吟
味
す
る
法
理
が
進
展
す
る
こ
と
は
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。
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（
３
）
労
働
条
件
の
不
利
益
変
更
に
関
す
る
同
意
｜
八
条
合
意
・
九
条
合
意
を
め
ぐ
っ
て

労
働
者
の
「
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
同
意
」
と
い
う
判
断
基
準
は
、
賃
金
請
求
権
の
放
棄
以
外
の
場
面
で
も
、
重
要
な
役
割
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
労
働
条
件
（
労
働
契
約
の
内
容
）
の
引
き
下
げ
と
い
う
局
面
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
契
法
八
条
は
、
労
使
は
「
そ
の
合
意
に
よ

り
」
労
働
条
件
を
変
更
し
う
る
旨
定
め
、
同
九
条
は
、
使
用
者
は
「
労
働
者
と
合
意
す
る
こ
と
な
く
」
就
業
規
則
の
変
更
に
よ
り
労
働
条
件

の
不
利
益
変
更
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
定
め
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
両
規
定
に
お
け
る
合
意
を
形
成
す
る
、
労
働
者
の
同
意
の
あ
り
方
が
問

題
と
な
る
。

（
イ
）
不
利
益
変
更
・
不
利
益
取
扱
い
の
同
意

近
年
の
裁
判
例
で
は
、
賃
金
の
二
〇
％
引
き
下
げ
に
つ
い
て
の
「
黙
示
の
合
意
」
の
成
否
が
判
断
さ
れ
た
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｘ
事
件14

）が
、
ま
ず
注
目

さ
れ
る
。
同
事
件
の
東
京
地
裁
判
決
は
、
こ
の
引
き
下
げ
措
置
に
異
議
を
述
べ
ず
約
三
年
間
勤
務
し
た
後
に
そ
の
効
力
を
争
っ
た
と
い
う
事

案
で
、

賃
金
は
最
も
基
本
的
な
要
素
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
こ
の
引
き
下
げ
に
つ
い
て
黙
示
の
合
意
が
成
立
す
る
に
は
、
労
働
者
が
異
議

を
述
べ
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、

こ
の
よ
う
な
不
利
益
変
更
を
真
意
に
基
づ
き
受
入
れ
た
と
認
め
る
に
足
り
る
合
理
的

な
理
由
が
客
観
的
に
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
」
る
と
判
示
し
て
、
一
方
的
意
思
表
示
に
よ
り
改
訂
で
き
る
旨
の
改

訂
条
項
は
、
労
契
法
八
条
に
違
反
し
て
無
効
と
判
断
し
た
。
こ
こ
で
は
、

自
由
な
意
思
に
基
づ
く
同
意
」
で
は
な
く
「
真
意
に
基
づ
き
受

入
れ
た
と
認
め
る
に
足
り
る
合
理
的
な
理
由
」
が
判
断
基
準
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

ま
た
、
ザ
・
ウ
ィ
ン
ザ
ー
・
ホ
テ
ル
ズ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
事
件
の
札
幌
高
裁
判
決15

）は
、

賃
金
減
額
に
つ
い
て
の
口
頭
で
の
や
り
取
り

か
ら
労
働
者
の
同
意
の
有
無
を
認
定
す
る
に
つ
い
て
は
、
事
柄
の
性
質
上
、
そ
の
や
り
取
り
の
意
味
等
を
慎
重
に
吟
味
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
」
と
の
立
場
か
ら
、
賃
金
年
額
を
一
二
〇
万
円
余
引
き
下
げ
る
提
案
に
、
労
働
者
が
「
あ
あ
分
か
り
ま
し
た
」
等
と
応
答
し
た
の
は
、

会
社
か
ら
の
説
明
は
分
か
っ
た
」
と
い
う
趣
旨
に
理
解
さ
れ
、
そ
の
後
一
一
ヵ
月
間
賃
金
を
受
領
し
た
と
し
て
も
同
意
が
あ
っ
た
と
は
い
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え
な
い
と
判
断
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
同
判
決
は
、
そ
の
後
の
さ
ら
な
る
賃
金
減
額
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
が
明
示
的
な
抗
議
を
せ

ず
、
署
名
押
印
し
た
労
働
条
件
確
認
書
に
基
本
給
が
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
「
賃
金
を
同
書
面
記
載
の

金
額
に
減
額
す
る
こ
と
に
つ
い
て
自
由
な
意
思
で
同
意
し
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
」
と
判
断
し
た
。

ま
た
、
下
級
審
で
は
、
会
社
代
表
者
等
が
電
話
で
「
社
長
も
亡
く
な
っ
て
一
年
半
経
つ
し
、
仕
事
も
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
給
料
を
引

き
下
げ
た
い
。
」
等
と
申
入
れ
、
労
働
者
が
そ
の
都
度
「
は
い
」

分
か
り
ま
し
た
」
等
と
同
意
し
た
と
し
て
も
、
四
〇
％
前
後
の
大
幅
な

減
額
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
す
れ
ば
、

そ
の
応
答
等
を
も
っ
て
、
被
告
会
社
か
ら
の
申
入
れ
に
対
し
、
原
告
が
そ
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
い

て
承
諾
を
し
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
断
す
る
も
の
が
あ
る16

）。

一
方
、
賃
金
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
降
格
と
い
う
不
利
益
変
更
に
つ
い
て
、
近
時
の
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
判
断
す
る17

）。
副
主
任
で
あ
っ

た
労
働
者
が
、
妊
娠
中
の
軽
易
業
務
へ
の
転
換
の
際
に
副
主
任
を
免
じ
ら
れ
、
お
よ
び
育
児
休
業
明
け
の
復
帰
の
際
に
副
主
任
に
任
じ
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
が
、
雇
用
機
会
均
等
法
九
条
三
項
に
該
当
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で
、
最
高
裁
は
、
そ
の
よ
う
な
降
格
措
置
は
同
項

の
禁
止
す
る
不
利
益
取
扱
い
に
当
た
る
が
、
①
「
当
該
労
働
者
に
つ
き
自
由
な
意
思
に
基
づ
い
て
降
格
を
承
諾
し
た
も
の
と
認
め
る
に
足
り

る
合
理
的
な
理
由
が
客
観
的
に
存
在
す
る
と
き
」、
ま
た
は
、
②
降
格
の
措
置
を
執
ら
な
い
こ
と
に
業
務
上
の
必
要
性
か
ら
支
障
が
あ
る
場

合
等
同
項
の
趣
旨
及
び
目
的
に
実
質
的
に
反
し
な
い
特
段
の
事
情
が
存
す
る
と
き
は
、
同
項
の
禁
止
す
る
不
利
益
取
扱
い
に
当
た
ら
な
い
と

判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
①
で
、
最
高
裁
は
、
雇
用
機
会
均
等
法
九
条
三
項
に
い
う
不
利
益
取
扱
い
の
成
否
に
つ
い
て
、

労
働
者
の

自
由
な
意
思
」
に
基
づ
く
承
諾
が
基
準
の
一
つ
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
ロ
）
就
業
規
則
の
不
利
益
変
更
へ
の
同
意

労
契
法
九
条
に
基
づ
く
、
就
業
規
則
の
不
利
益
変
更
に
つ
い
て
の
労
働
者
の
合
意
に
つ
い
て
、
協
愛
事
件
の
高
裁
判
決18

）は
、
就
業
規
則
の

変
更
に
よ
り
、
退
職
金
を
①
平
成
七
年
に
前
年
の
算
定
額
の
三
分
の
二
に
減
額
、
②
平
成
一
〇
年
に
は
ほ
ぼ
半
額
に
減
額
と
し
、
③
平
成
一

五
年
に
は
退
職
金
が
不
支
給
と
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、

合
理
性
を
欠
く
就
業
規
則
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
の
同
意
を
軽
々
に
認
定
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す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
の
基
本
方
針
に
た
ち
、
②
に
つ
い
て
は
「
Ｘ
も
含
む
従
業
員
か
ら
得
た
同
意
は
真
の
同
意
と
は
い
え
ず
」、
③

に
つ
い
て
は
、

各
従
業
員
が
雇
用
者
の
示
し
た
方
針
に
不
満
や
反
対
の
意
思
を
持
っ
て
い
て
も
、
個
別
に
そ
の
よ
う
な
意
思
を
表
明
す
る

こ
と
は
期
待
で
き
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
」
か
ら
、

従
業
員
か
ら
異
議
が
出
な
い
こ
と
が
従
業
員
に
お
い
て
不
利
益
な
変
更
に
真
に
同
意

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
場
合
で
な
い
限
り
、
従
業
員
の
同
意
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
」
と
判
断
し

て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
同
意
の
意
思
表
示
の
認
定
が
高
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

同
様
に
、
熊
本
信
用
金
庫
事
件
に
お
い
て
、
熊
本
地
裁
は
、
役
職
定
年
制
の
導
入
に
際
し
て
の
就
業
規
則
の
変
更
の
同
意
は
、

労
働
条

件
が
不
利
益
に
変
更
さ
れ
る
と
い
う
重
大
な
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
同
意
の
有
無
の
認
定
に
つ
い
て
は
慎
重
な
判
断

を
要
し
、
各
労
働
者
が
当
該
変
更
に
よ
っ
て
生
じ
る
不
利
益
性
に
つ
い
て
十
分
に
認
識
し
た
上
で
、
自
由
な
意
思
に
基
づ
き
同
意
の
意
思
を

表
明
し
た
場
合
に
限
っ
て
」
同
意
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
て
そ
の
効
力
を
否
定
し
て
い
る19

）。

（
４
）
労
働
契
約
の
終
了
に
関
す
る
同
意

（
イ
）
有
期
労
働
契
約
の
不
更
新
条
項

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
を
反
復
更
新
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
雇
止
め
す
る
こ
と
が
解
雇
の
意
思
表
示
と
同
視
で
き
る
場
合
、
あ
る

い
は
更
新
さ
れ
る
と
期
待
す
る
こ
と
に
合
理
的
な
理
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
雇
止
め
が
客
観
的
で
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
社
会
通
念

上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、
使
用
者
は
労
働
契
約
の
再
締
結
の
申
込
み
を
承
諾
し
た
と
み
な
さ
れ
る
（
労
契
一
九
条
）。

そ
こ
で
、
こ
の
規
定
の
適
用
を
避
け
る
た
め
に
、
使
用
者
は
契
約
の
更
新
に
あ
た
っ
て
同
契
約
の
満
了
後
は
継
続
雇
用
を
し
な
い
旨
の
条
項

（
不
更
新
条
項
）
を
入
れ
る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
条
項
の
効
力
に
つ
い
て
、
本
田
技
研
工
業
事
件
の
東
京
高
裁
判
決20

）は
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。
そ
の
よ
う
な
条
項
は
、
労
働
者
と
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し
て
は
、
同
条
項
に
同
意
し
な
け
れ
ば
有
期
労
働
契
約
を
更
新
で
き
な
い
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
、

半
ば
強
制
的
に
自
由

な
意
思
に
基
づ
か
ず
に
有
期
雇
用
契
約
を
締
結
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
事
情
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
不
更
新
条
項
の

効
力
が
意
思
表
示
の
瑕
疵
等
に
よ
り
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
」。
し
か
し
、

労
働
者
が
次
回
は
更
新
さ
れ
な
い
こ
と
を
真
に
理
解
し

て
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、
雇
用
継
続
に
対
す
る
合
理
的
期
待
を
放
棄
し
た
も
の
で
あ
り
、
不
更
新
条
項
の
効
力
を
否
定
す
べ
き
理
由

は
な
い
」。
こ
の
よ
う
に
、
不
更
新
条
項
に
つ
い
て
「
真
に
理
解
し
て
」
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
が
、
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
「
合
理
的
期

待
の
放
棄
」
と
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
、
不
更
新
に
つ
い
て
の
労
働
者
の
理
解
が
自
由
な
意
思
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。

（
ロ
）
辞
職
や
合
意
解
約
の
同
意

辞
職
や
合
意
解
約
は
、
労
働
者
の
意
思
に
基
づ
き
雇
用
を
終
了
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
労
働
者
の
同
意
の
意
思
表

示
は
慎
重
に
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
辞
職
や
合
意
解
約
へ
の
同
意
を
促
そ
う
と
す
る
の
が
退
職
勧
奨
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
労
働
者
の
自
由
な
意
思
決
定
を
阻
害
す
る
態
様
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い21

）。

ま
ず
、
労
働
契
約
の
合
意
解
約
は
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
労
働
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
を
い
い
、
雇
用
調
整
や
人
員
整
理
の
方
式
と
し
て

行
わ
れ
る
希
望
退
職
、
選
択
定
年
制
な
ど
は
、
法
的
に
は
い
ず
れ
も
合
意
解
約
に
よ
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る22

）。
た
だ
、
希
望
退
職
は
こ

れ
に
同
意
し
な
け
れ
ば
整
理
解
雇
の
対
象
と
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
選
択
定
年
制
も
そ
れ
に
同
意
し
な
け
れ
ば
遠
隔
地
を
含
む
配
転
を
命

じ
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
労
働
者
の
同
意
が
自
由
な
意
思
で
な
さ
れ
た
と
い
え
る
か
が
課
題
と
な
り
う
る
。

近
年
の
裁
判
例
で
は
、
選
択
定
年
制
を
実
施
し
た
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
関
す
る
裁
判
例
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
事
件23

）で
は
、
一

定
年
齢
で
退
職
し
て
関
連
会
社
等
に
転
籍
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
「
退
職
・
再
雇
用
型
」
と
、
定
年
ま
で
雇
用
さ
れ
る
が
再
就
職
を
保
障

さ
れ
な
い
「
満
了
型
」
と
を
選
択
す
る
制
度
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
労
働
者
側
が
「
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
選
択
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な

い
」
旨
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
同
判
決
は
、
原
告
ら
は
退
職
・
再
雇
用
型
を
選
択
し
た
場
合
に
は
賃
金
が
二
〇
〜
三
〇
％
減
額
と
な
る
こ

と
な
ど
」
か
ら
こ
れ
を
受
け
入
れ
な
い
と
し
て
満
了
型
を
選
択
し
た
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

原
告
等
の
自
由
な
意
思
に
よ
る
選
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択
が
妨
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
断
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
事
件24

）は
、
退
職
・
再
雇
用
型
を
選
択
し

た
労
働
者
が
、
自
己
に
不
利
益
な
効
果
を
招
来
す
る
合
意
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
の
同
意
が
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
も
の
と
認
め
る
に
足
り

る
合
理
的
な
理
由
が
客
観
的
に
存
在
す
る
こ
と
が
成
立
要
件
と
な
る
こ
と
を
理
由
に
、
合
意
の
撤
回
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
同
事
件
判
決

は
、

錯
誤
、
詐
欺
、
強
迫
の
成
否
が
問
題
に
な
り
得
る
こ
と
は
格
別
、
こ
れ
と
は
別
に
、
労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
も
の
と
認
め

る
に
足
り
る
合
理
的
な
理
由
が
客
観
的
に
存
在
す
る
こ
と
が
意
思
表
示
の
成
立
要
件
に
な
る
も
の
と
解
す
べ
き
理
由
は
な
い
」
と
判
断
し
て
、

原
告
の
主
張
方
法
自
体
を
退
け
て
い
る25

）。

次
に
、
退
職
勧
奨
は
、
合
意
解
約
の
申
込
ま
た
は
申
込
の
誘
引
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
近
年
の
裁
判
例
を
見
る
と
、
エ
ム
・

シ
ー
・
ア
ン
ド
・
ピ
ー
事
件
判
決26

）は
、

退
職
勧
奨
は
、
そ
の
説
得
等
を
受
け
る
か
否
か
、
説
得
等
に
応
じ
て
任
意
退
職
す
る
か
否
か
は
、
労

働
者
の
自
由
な
意
思
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
退
職
勧
奨
は
、
そ
の
自
由
な
意
思
形
成
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と

の
一
般
法
理
を
展
開
し
た
上
で
、
同
事
件
の
「
退
職
勧
奨
は
、
退
職
に
関
す
る
労
働
者
の
自
由
な
意
思
形
成
を
促
す
行
為
と
し
て
許
容
さ
れ

る
限
度
を
逸
脱
し
、
労
働
者
の
退
職
に
つ
い
て
の
自
由
な
意
思
決
定
を
困
難
に
す
る
」
と
判
断
し
て
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。

同
様
に
、
兵
庫
県
商
工
会
連
合
会
事
件
は
、
退
職
勧
奨
に
「
応
じ
る
か
否
か
は
対
象
と
さ
れ
た
労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き

も
の
」
と
の
見
地
か
ら
、
繰
り
返
し
不
当
な
心
理
的
圧
力
を
か
け
て
な
さ
れ
た
退
職
勧
奨
は
、
そ
の
手
段
・
方
法
が
社
会
通
念
上
相
当
と
認

め
ら
れ
る
程
度
を
超
え
た
違
法
な
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る27

）。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
日
本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
事
件
の
東
京
高
裁
判
決28

）は
、
退
職
勧
奨
に
お
い
て
「
そ
の
説
得
等
を
受
け
る
か
否
か
、
説

得
等
に
応
じ
て
任
意
退
職
す
る
か
否
か
は
、
労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
退
職
勧
奨
は
、
そ
の
自
由
な
意
思
形
成

を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
つ
つ
も
、
同
事
件
の
態
様
に
お
い
て
は
、
許
容
さ
れ
る
限
度
を
逸
脱
し
て
、

退
職
に
つ

い
て
の
自
由
な
意
思
決
定
を
困
難
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
判
断
し
て
い
る
。
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（
５
）
小
括

｜
「
労
働
者
の
自
由
な
意
思
」
に
よ
る
合
意
論
｜

（
イ
）

労
働
者
の
自
由
な
意
思
」
と
い
う
判
断
基
準

以
上
、

２
）
以
下
で
は
、
労
働
関
係
の
三
つ
の
局
面
、
す
な
わ
ち
、
①
保
護
的
な
強
行
法
規
（
労
基
法
二
四
条
一
項
、
三
七
条
一
項
）

に
違
反
す
る
合
意
に
関
す
る
労
働
者
の
同
意
、
②
労
働
契
約
の
内
容
の
不
利
益
変
更
に
関
す
る
労
働
者
の
同
意
（
労
契
法
八
条
、
同
九
条
）、

③
労
働
契
約
の
終
了
を
め
ぐ
る
労
働
者
の
同
意
（
不
更
新
条
項
へ
の
同
意
、
合
意
解
約
へ
の
同
意
等
）
に
注
目
し
て
、
労
働
者
の
個
別
同
意

を
め
ぐ
る
近
年
の
裁
判
例
の
動
向
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
判
例
は
、
労
働
関
係
の
こ
れ
ら
の
各
局
面
に
お
い
て
、
同
意

が
「
労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
よ
る
」
も
の
で
あ
る
か
を
、
判
断
基
準
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
（
た
だ
し
、
前
掲
・
Ｎ
Ｔ

Ｔ
東
日
本
事
件
札
幌
地
判
の
み
は
、
か
か
る
判
断
基
準
の
設
定
自
体
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
）。

こ
の
基
準
は
、
も
と
も
と
は
（
２
）

イ
）
で
示
し
た
よ
う
に
、
賃
金
債
権
の
放
棄
に
か
か
る
シ
ン
ガ
ー
・
ソ
ー
イ
ン
グ
・
メ
シ
ー
ン
事
件

最
高
裁
判
決
（
昭
和
四
八
年
）
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
判
例
が
そ
の
考
え
方
や
用
語
法
の
適
用
範
囲
を
、
次
第
に
他
分
野
に
拡
げ

て
い
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
適
用
範
囲
の
拡
大
は
、
特
に
労
働
契
約
法
が
施
行
さ
れ
て
（
平
成
一
八
年
）
合
意

の
原
則
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
著
し
い
と
い
い
う
る
。

そ
の
広
が
り
の
結
果
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
労
働
者
が
使
用
者
か
ら
、
自
己
に
不
利
な
内
容
の
合
意
に
つ
き
申
込
を
受

け
た
場
合
、
労
働
者
が
そ
れ
に
同
意
な
い
し
承
諾
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
解
釈
と
し
て
は
か
か
る
意
思
表
示
の
効
力
を
そ
の
ま
ま
承
認
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
さ
ら
に
そ
の
同
意
が
「
労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
よ
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
位
置
づ
け
は
明
確
で

は
な
く
、
裁
判
例
に
よ
っ
て
は
、
自
由
な
意
思
に
よ
る
こ
と
が
、
同
意
の
成
立
要
件
で
あ
る
か
の
よ
う
な
と
ら
え
方
を
す
る
裁
判
例
と
、

労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
よ
る
」
こ
と
は
、
成
立
を
妨
げ
る
阻
却
事
由
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
解
す
る
裁
判
例
も
み
ら
れ
る
。
前
者
で

あ
れ
ば
、

労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
よ
る
」
こ
と
の
主
張
立
証
は
使
用
者
が
負
担
し
、
後
者
で
あ
れ
ば
、
労
働
者
の
方
が
自
由
な
意
思
に
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よ
り
同
意
し
て
い
な
い
こ
と
を
主
張
す
べ
き
こ
と
が
原
則
に
な
る
。

か
か
る
法
理
の
発
展
は
、
労
契
法
に
い
う
「
合
意
の
原
則
」
を
実
質
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
解
釈
論
に
基
づ
く
も
の
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
同
原
則
の
確
立
に
よ
り
労
働
契
約
の
締
結
お
よ
び
展
開
・
変
更
に
お
い
て
、
労
働
者
の
同
意
の
存
在
が
重
視
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
労
働
契
約
法
は
、
同
原
則
に
基
づ
き
労
働
者
の
保
護
を
図
り
つ
つ
、
労
働
関
係
の
安
定
に
資
す
る
こ
と

も
目
的
と
し
て
い
る
（
労
契
法
一
条
）。
と
す
れ
ば
、
労
働
者
の
保
護
に
逆
行
し
て
不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
が
明
ら
か
な
労
使
の
合
意
に

つ
い
て
は
そ
の
成
立
を
制
限
的
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
た
め
の
解
釈
法
理
と
し
て
、
労
働
者
の
通
常
の
同
意
で
は
不
十
分
で
あ
り
、

こ
れ
を
強
化
し
た
「
労
働
者
の
自
由
な
意
思
」
に
よ
る
こ
と
が
さ
ら
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
ロ
）

自
由
な
意
思
」
論
の
妥
当
性

判
例
法
理
の
、
こ
う
し
た
理
論
動
向
は
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
か
。

ま
ず
、
理
論
的
に
い
う
な
ら
ば
、
民
法
に
い
う
「
意
思
の
欠
缺
」
お
よ
び
「
瑕
疵
あ
る
意
思
表
示
」
と
の
概
念
上
の
区
別
の
問
題
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
民
法
に
お
い
て
は
、
意
思
表
示
の
効
力
を
否
定
す
る
重
要
な
原
因
の
一
つ
と
し
て
、

意
思
の
欠
缺
」
と
い
う
可
能
性
を
用
意

し
て
い
る
。
意
思
の
欠
缺
と
は
、
表
示
行
為
で
示
さ
れ
た
効
果
意
思
と
内
心
的
効
果
意
思
と
が
一
致
せ
ず
、
ま
た
は
内
心
的
効
果
意
思
が
欠

け
て
い
る
場
合
を
意
味
し
、
心
裡
留
保
（
民
法
九
三
条
）、
虚
偽
表
示
（
九
四
条
）、
錯
誤
（
九
五
条
）
は
こ
れ
に
当
た
り
、
一
定
の
場
合
に

無
効
と
な
る
。
ま
た
、
瑕
疵
あ
る
意
思
表
示
と
は
、
表
示
に
対
す
る
内
心
的
効
果
意
思
は
あ
る
が
、
他
人
か
ら
作
業
ま
た
は
強
迫
を
受
け
て

な
し
た
意
思
表
示
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
取
消
が
可
能
で
あ
る
（
九
六
条
、
一
二
〇
条
二
項
）。

こ
の
よ
う
に
、
民
法
は
、
内
心
に
反
す
る
・
そ
れ
が
存
在
し
な
い
、
あ
る
い
は
内
心
を
ゆ
が
め
ら
れ
た
種
々
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
要
件
の
下
で
法
的
効
果
を
否
定
す
る
仕
組
み
を
備
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
の
同
意
は
自
由
な
意
思
に
よ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
理
は
、
こ
れ
ら
「
意
思
の
欠
缺
」
や
「
瑕
疵
あ
る
意
思
表
示
」
に
は
該
当
し
な
い
が
、
な
お
意
思
表
示
の
効
力
が

否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
中
間
領
域
を
も
う
け
る
こ
と
に
な
る
（
図
を
参
照
）。
こ
う
し
た
理
論
は
必
要
に
迫
ら
れ
て
生
じ
た
も
の
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で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
事
実
認
定
の
問
題
以
上
に
意
思
論
と

し
て
妥
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
い

え
よ
う29

）。

（
ハ
）

自
由
な
」
意
思
の
判
定

次
に
、
い
か
な
る
場
合
に
同
意
が
「
自
由
な
意
思
」
に
よ
る
・
ま

た
は
よ
ら
な
い
と
判
断
す
べ
き
か
。
こ
の
点
は
、
実
務
的
な
課
題
と

し
て
、
困
難
な
問
題
を
孕
む
。
す
な
わ
ち
、

意
思
の
欠
缺
」
や

「
瑕
疵
あ
る
意
思
表
示
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
条
文
に
法
定

の
要
件
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
文
言
解
釈
を
通
じ
て
、
一
定
の

法
理
が
確
立
さ
れ
て
き
た
。
労
働
契
約
の
場
面
に
お
い
て
も
、
特
に

労
働
契
約
の
終
了
場
面
に
関
し
て
、
同
法
理
を
援
用
す
る
裁
判
例
が

散
見
さ
れ
、
法
理
上
の
限
界
も
多
い
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
き

た
と
い
い
う
る30

）。

瑕
疵
あ
る
意
思
表
示
や
意
思
の
欠
缺
の
一
部
は
「
自
由
な
意
思
」

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
も
い
い
う
る
か
ら
、
裁
判
例
が
追
求
し
て

き
た
の
は
、
瑕
疵
あ
る
意
思
表
示
等
に
は
当
た
ら
な
い
が
、
な
お
自

由
な
意
思
と
も
い
え
な
い
と
い
う
中
間
領
域
で
あ
る
（
図
を
参
照
）。

こ
の
よ
う
な
労
働
者
の
同
意
が
「
自
由
な
意
思
」
に
基
づ
く
か
否
か

に
つ
い
て
は
、
判
例
で
も
要
件
や
規
範
が
確
定
し
て
お
ら
ず
、
結
局

図： 自由な意思」論の意思表示論の中の位置づけ
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の
と
こ
ろ
、
同
意
の
態
様
、
同
意
を
な
し
た
場
面
の
状
況
、
同
意
の
内
容
等
に
よ
り
、
個
別
に
判
断
す
る
し
か
な
い
。

第
一
に
、
同
意
の
態
様
と
し
て
、
口
頭
の
同
意
よ
り
も
書
面
が
作
成
さ
れ
署
名
・
捺
印
し
た
同
意
の
方
が
、
よ
り
「
自
由
な
」
同
意
と
判

断
さ
れ
や
す
い
。
典
型
的
な
の
が
、
前
掲
ザ
・
ウ
ィ
ン
ザ
ー
・
ホ
テ
ル
ズ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
事
件
札
幌
高
裁
判
決
で
あ
り
、
平
成
一
九

年
に
賃
金
年
額
を
一
二
〇
万
円
余
引
き
下
げ
る
提
案
に
つ
い
て
、

あ
あ
分
か
り
ま
し
た
」
と
口
頭
で
応
じ
た
の
は
自
由
な
意
思
に
よ
る
も

の
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
の
後
平
成
二
二
年
に
さ
ら
に
基
本
給
二
二
万
円
余
お
よ
び
職
務
手
当
一
五
万
円
余
に
引
き
下
げ
る
「
労
働
条
件
確

認
書
」
に
労
働
者
が
署
名
押
印
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
自
由
な
意
思
で
同
意
し
た
と
判
断
し
た
。
同
判
決
は
、
書
面
の
方
が
な
ぜ
「
自
由

な
意
思
」
と
評
価
で
き
る
か
の
理
由
と
し
て
、
書
面
が
簡
略
で
あ
り
か
つ
上
記
金
額
が
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
な

お
、
単
な
る
書
面
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
契
約
書
面
に
明
示
さ
れ
て
い
る
と
、
い
っ
そ
う
「
自
由
な
意
思
」
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
可
能
性
が

高
く
な
る
。
有
期
労
働
契
約
に
不
更
新
同
意
が
含
ま
れ
て
お
り
、
労
働
者
が
こ
れ
に
署
名
し
て
い
る
場
合
な
ど
が
典
型
例
で
あ
る
（
前
掲
・

本
田
技
研
工
業
事
件
東
京
高
裁
判
決
を
参
照
）。

第
二
に
、
同
意
を
な
し
た
状
況
に
よ
っ
て
、

自
由
な
意
思
」
に
基
づ
く
か
が
左
右
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
前
掲
熊
本
信
用
金

庫
事
件
で
は
、
労
働
条
件
の
引
き
下
げ
等
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
使
用
者
が
十
分
な
説
明
等
を
行
っ
て
、
労
働
者
が
変
更
に
よ

る
不
利
益
性
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
か
が
「
自
由
な
意
思
」
を
担
保
す
る
要
素
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
十
分
で
あ
る
者
で
あ
る

か
否
か
で
、
就
業
規
則
の
変
更
の
効
力
が
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
掲
協
愛
事
件
で
は
、
同
意
を
示
す
全
従
業
員
の
署
名
捺
印
が
な
さ
れ

て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
明
確
な
説
明
も
な
く
内
容
も
十
分
理
解
し
て
い
な
い
と
き
に
は
、
就
業
規
則
の
不
利
益
変
更
に
つ
い
て
の
同
意

が
否
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
と
は
逆
に
、
合
意
解
約
を
促
す
た
め
の
退
職
勧
奨
の
場
合
に
は
、
説
明
や
説
得
が
過
剰
に
亘
る
こ
と
が
労
働
者
の
自
由
な

意
思
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
自
体
が
不
法
行
為
を
構
成
す
る
場
合
が
あ
る
（
前
掲
エ
ム
・
シ
ー
・
ア
ン
ド
・
ピ
ー
事
件
京
都

地
裁
判
決
を
参
照
）。
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第
三
に
、
労
働
者
が
被
る
不
利
益
変
更
の
内
容
・
程
度
も
ま
た
、

自
由
な
意
思
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
の
評
価
の
重
要
な
要
素
と
な

る
。
例
え
ば
、
前
掲
・
親
愛
事
件
東
京
地
判
で
は
、
労
働
契
約
で
合
意
し
た
賃
金
が
、

固
定
給
＋
歩
合
給
」
制
度
で
長
時
間
労
働
を
考
慮

す
れ
ば
東
京
都
の
最
低
賃
金
を
下
回
る
も
の
と
な
り
う
る
よ
う
な
場
合
は
、
た
と
え
署
名
押
印
し
て
い
た
と
し
て
も
、
合
意
は
有
効
に
成
立

し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

第
四
に
、
上
記
裁
判
例
か
ら
す
る
と
、
多
様
な
労
働
条
件
の
う
ち
、
特
に
賃
金
に
つ
い
て
の
不
利
益
（
賃
金
放
棄
、
賃
金
減
額
）
の
同
意

に
つ
い
て
、
自
由
な
意
思
に
よ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
前
掲
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｘ
事
件
は
、
先
に
引
用
の
と
お
り

「
賃
金
は
最
も
基
本
的
な
要
素
で
あ
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
点
は
否
定
し
が
た
い
も
の
の
、
例
え
ば
雇
用
そ
の
も
の
を

終
了
さ
せ
よ
う
と
す
る
不
更
新
合
意
と
比
べ
て
、
賃
金
の
方
が
「
基
本
的
な
要
素
」
と
は
言
い
難
い
。
む
し
ろ
、
賃
金
減
額
は
し
ば
し
ば
書

面
に
よ
ら
ず
口
頭
で
な
さ
れ
て
一
方
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
自
由
な
意
思
に
よ
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
賃
金

に
つ
い
て
は
同
意
が
熟
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
同
意
の
態
様
、
同
意
を
な
し
た
場
面
の
状
況
、
同
意
の
内
容
等
の
要
素
は
、
労
働
者
の
同
意
が
「
自
由
な
意
思
」
に
よ

る
も
の
か
を
決
定
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
決
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
判
断

す
る
し
か
な
い
。

３

フ
ラ
ン
ス
労
働
契
約
に
お
け
る
合
意
の
諸
相

（
１
）
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
立
法
的
解
決

以
上
み
た
日
本
法
に
お
け
る
、
労
働
者
の
個
別
同
意
に
関
す
る
現
状
に
つ
い
て
、
一
つ
の
解
決
の
方
向
を
模
索
す
る
た
め
に
、
以
下
で
は
、

（81-４- ）879 333
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フ
ラ
ン
ス
の
立
法
を
参
照
す
る
こ
と
と
す
る
。
労
働
法
の
法
源
に
つ
い
て
「
法
典
国
」
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
判
例
や
労
働
組
合
と
の
労

使
協
定
の
動
向
を
ふ
ま
え
て
、
最
終
的
に
立
法
に
よ
る
解
決
を
図
る
こ
と
が
多
い
。
立
法
の
過
剰
は
、
そ
れ
自
体
問
題
を
伴
う
こ
と
も
あ
る

が
、
明
確
な
立
法
が
あ
れ
ば
当
事
者
の
一
方
が
不
測
の
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
く
、
法
律
行
為
の
結
果
に
つ
い
て
予
測
可
能
性
が
高

ま
る
点
で
優
れ
た
法
政
策
と
い
い
う
る
。

２
で
取
り
上
げ
た
、
労
働
者
の
同
意
に
関
す
る
日
本
で
の
問
題
の
大
部
分
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
す
で
に
立
法
に
よ
る
解
決
を
図
っ

て
い
る
。
第
一
に
、
合
意
に
基
づ
く
時
間
外
割
増
賃
金
の
放
棄
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
定
額
制
」
に
つ
い
て
の
立
法
、
第
二
に
、
労
働

条
件
の
不
利
益
変
更
に
関
わ
る
労
働
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、

労
働
契
約
の
変
更
」
に
つ
い
て
の
立
法
的
解
決
、
第
三
に
、
合
意
解
約
に

お
け
る
労
働
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、

約
定
に
よ
る
解
約
」
の
立
法
化
に
よ
る
解
決
方
式
が
対
比
さ
れ
る
。

本
稿
は
、
外
国
の
制
度
研
究
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
各
制
度
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
論
文
で
発
表
し
た
も
の

も
あ
る
の
で
、
以
下
で
は
こ
れ
ら
三
制
度
の
概
要
の
み
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
わ
が
国
の
上
記
課
題

に
対
し
て
酌
み
取
る
べ
き
諸
要
素
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
ら
を
日
本
法
へ
の
示
唆
と
し
て
と
ら
え
、
あ
る
べ
き
改
革
の
方
向
を
展
望

す
る
。

（
２
）
定
額
制
に
関
す
る
合
意

（
イ
）
定
額
制
の
定
着

上
述
の
日
本
に
お
け
る
時
間
外
割
増
賃
金
に
関
す
る
労
使
の
合
意
（
２
（
２
）

ロ
））
の
実
態
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の

制
度
で
は
「
定
額
制

fo
rfa
it

」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
定
額
制
は
、
賃
金
算
定
に
つ
い
て
の
特
別
の
方
式
で
あ
り
、
労

使
の
当
事
者
が
、
時
間
外
労
働
を
含
む
全
実
働
時
間
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
包
括
的
か
つ
定
額
の
賃
金
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
が
、
一
定
の
条
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件
下
で
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
実
態
は
従
来
よ
り
実
務
で
は
広
く
実
施
さ
れ
、
か
つ
判
例
も
柔
軟
に
そ
の
効
力
を
認
め
て
い
た
が
、
二
〇

〇
〇
年
の
第
二
次A

u
b
ry

法
が
、
定
額
制
に
つ
い
て
基
本
的
な
枠
組
み
を
定
め
、
さ
ら
に
二
〇
〇
八
年
八
月
二
八
日
の
法
律31

）が
大
き
な
改

正
を
も
た
ら
し
て
、
現
行
法
を
形
成
し
て
い
る
。

労
働
法
典
に
よ
れ
ば
、
定
額
制
は
大
別
す
る
と
、
①
労
働
時
間
に
関
す
る
週
ま
た
は
月
の
労
働
時
間
に
対
す
る
定
額
制
、
②
年
間
労
働
時

間
に
対
す
る
定
額
制
、
③
年
間
労
働
日
数
に
対
す
る
定
額
制
に
分
け
ら
れ
る
。

（
ロ
）
労
働
時
間
に
関
す
る
週
ま
た
は
月
の
労
働
時
間
に
対
す
る
定
額
制

最
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
定
額
制
で
あ
り
、

す
べ
て
の
労
働
者
の
労
働
時
間
は
、
個
別
の
協
定
で
合
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
週
ま
た

は
月
に
つ
い
て
時
間
数
を
一
括
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」

労
働
法
典L

.3121
28

条
）。
こ
の
定
額
制
は
、
労
使
の
個
別
の
協
定
に

基
づ
き
実
施
さ
れ
る
も
の
で
、
会
社
の
幹
部
職
員
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
労
働
者
が
実
施
可
能
で
あ
る
。
労
使
は
、
特
定
の
週
ま
た
は
月
を

単
位
と
し
て
、
賃
金
の
総
額
を
定
額
で
定
め
、
そ
れ
に
対
応
す
る
所
定
労
働
時
間
に
つ
い
て
も
合
意
す
る
。
所
定
労
働
時
間
は
、
法
定
ま
た

は
協
約
所
定
の
労
働
時
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
を
超
過
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
額
で
定
め
ら
れ
た
賃
金
は
、
最
低
賃
金
を
下
回
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
予
定
さ
れ
た
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
労
働
時
間
は

通
常
の
基
準
通
り
割
増
の
対
象
と
な
る
。

（
ハ
）
年
間
労
働
時
間
に
対
す
る
定
額
制

こ
の
定
額
制
は
、
企
業
も
し
く
は
事
業
場
レ
ベ
ル
の
労
使
協
定
ま
た
は
そ
れ
が
な
い
と
き
に
は
職
業
分
野
レ
ベ
ル
の
協
約
・
協
定
定
め
に

よ
り
実
施
さ
れ
る
（L

.3121
39

条
）。
こ
れ
は
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
労
働
者
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。
第
一
に
、

幹
部
職
員
で
あ
っ

て
、
そ
の
職
務
の
性
質
上
、
工
場
、
事
務
作
業
、
同
人
が
属
す
る
作
業
チ
ー
ム
の
内
部
で
適
用
さ
れ
る
集
団
的
時
制
に
従
う
こ
と
が
、
求
め

ら
れ
て
い
な
い
者
」、
第
二
に
、

労
働
者
で
あ
っ
て
、
同
人
の
雇
用
組
織
に
お
い
て
、
時
間
に
つ
い
て
真
の
自
律
性
を
有
し
て
い
る
者
」
で

あ
る
（L

.3121
42

条
）。
前
者
は
、
上
級
幹
部
職
員
を
意
味
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
雇
用
慣
行
の
中
で
は
比
較
的
明
確
に
特
定
し
う
る

（81-４- ）881 335

不利益な労働契約条項に対する「労働者の同意」（野田）



が
、
後
者
は
一
般
労
働
者
を
対
象
と
す
る
も
の
で
定
義
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
団
体
交
渉
で
そ
の
範
囲
が
明
確
に
さ
れ
る
と
解

さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
実
施
す
る
に
は
、
個
別
の
労
働
者
の
同
意
を
要
件
と
す
る
（L

.3121
40

条
）。
協
定
で
は
、
年
間
労
働
時
間
は
、
休
憩
、
週
休
、

年
次
有
給
休
暇
等
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
、
こ
れ
に
属
し
て
い
な
い
一
般
的
労
働
者
の
時
間
数
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
で
、
定

額
の
賃
金
は
、
最
低
賃
金
を
下
回
る
こ
と
は
で
き
ず
（L

.3121
41

条
）、
上
記
の
週
ま
た
は
月
の
労
働
時
間
に
対
す
る
定
額
制
と
同
じ
規

制
の
下
に
置
か
れ
る
。
た
だ
、
時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
は
、
年
間
一
六
〇
七
時
間
ま
た
は
こ
れ
を
超
え
る
年
間
所
定
時
間
に
対
し
て
課
さ

れ
る
。

（
ニ
）
年
間
労
働
日
数
に
対
す
る
定
額
制

年
間
労
働
日
数
定
額
制fo

rfa
it en

 
jo
u
rs

は
、
事
前
に
、
年
間
の
労
働
日
数
と
そ
れ
に
対
す
る
報
酬
を
定
め
て
お
く
制
度
で
あ
る
。
こ

の
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
賃
金
は
、
労
働
日
数
の
所
定
の
範
囲
内
で
あ
る
限
り
は
、
実
労
働
時
間
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
定
の
定

額
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
二
〇
〇
八
年
法
の
創
出
し
た
三
制
度
の
う
ち
で
は
、
最
も
刷
新
的
な
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
対

象
労
働
者
に
は
、
休
憩
や
休
日
、
年
次
有
給
休
暇
な
ど
の
規
定
は
適
用
さ
れ
る
が
（L

.3121
45

条
）、
法
定
労
働
時
間
及
び
労
働
時
間
の

上
限
（
一
日
一
〇
時
間
、
一
二
週
間
の
平
均
で
最
長
週
四
四
時
間
）
及
び
超
過
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
制
は
受
け
な
い
か
ら
で
あ
る
（L

.

3121
48

条
）。

こ
の
制
度
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
①
「
幹
部
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
雇
用
組
織
に
お
い
て
、
時
間
に
つ
い
て
真
に
自
律
性
を
有
し
、
そ
の

職
務
の
性
質
上
、
工
場
、
事
務
作
業
、
同
人
が
属
す
る
作
業
チ
ー
ム
の
内
部
で
適
用
さ
れ
る
集
団
的
時
制
に
従
う
こ
と
が
、
求
め
ら
れ
て
い

な
い
者
」、
お
よ
び
、
②
「
労
働
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
労
働
時
間
の
長
さ
を
あ
ら
か
じ
め
決
定
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
同
人
の

雇
用
組
織
に
お
い
て
、
職
務
上
負
う
責
任
を
行
使
す
る
に
際
し
て
、
時
間
に
つ
い
て
真
の
自
律
性
を
有
し
て
い
る
者
」
と
さ
れ
る
（L

.3121

43

条
）。
上
記
の
年
間
労
働
時
間
に
対
す
る
定
額
制
の
対
象
者
と
表
現
は
似
て
い
る
が
、
よ
り
高
度
の
、
よ
り
自
律
性
の
高
い
労
働
者
と
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い
い
う
る
。
定
め
う
る
年
間
の
労
働
日
数
の
上
限
は
、
原
則
と
し
て
、
二
一
八
日
で
あ
る
（L

3121
44

条
）。
な
お
、
使
用
者
は
、
毎
年
、

こ
の
制
度
の
適
用
労
働
者
と
、
業
務
負
担
、
家
庭
生
活
の
状
況
や
賃
金
そ
の
他
に
関
す
る
個
別
の
面
談
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（L

.

3121
46

条
）。

（
３
）
労
働
契
約
の
変
更
に
関
す
る
同
意

（
イ
）
労
働
契
約
の
変
更
に
対
す
る
労
働
者
の
同
意

労
働
契
約
の
内
容
で
あ
る
労
働
条
件
の
変
更
の
問
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
契
約
論
の
伝
統
的
な
重
要
争
点
で
あ
り
、
歴
史
的
に
興
味
深

い
論
議
が
重
ね
ら
れ
て
き
た32

）。
概
略
を
い
う
と
、
わ
が
国
の
労
契
法
八
条
と
同
様
に
、
労
働
条
件
の
引
き
下
げ
は
合
意
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
ら
な
い
の
が
、
市
民
法
（
民
法
典
一
一
三
四
年
）
に
由
来
す
る
法
原
則
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
使
用
者
は
企
業
経
営
上
の
事

由
等
か
ら
、
し
ば
し
ば
労
働
条
件
の
一
方
的
切
り
下
げ
を
な
そ
う
と
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
う
し
た
労
働
条
件
の
変
更
を
、
労
働
者
が

拒
否
し
た
場
合
、
解
雇
の
意
思
表
示
と
み
な
し
て
、
解
雇
の
規
制
に
よ
り
問
題
を
解
決
す
る
法
理
が
定
着
し
て
き
た
。

た
だ
、
そ
う
し
た
法
理
の
も
と
で
も
、
使
用
者
が
賃
金
等
の
労
働
条
件
の
引
き
下
げ
を
申
し
出
た
の
に
対
し
、
労
働
者
が
異
議
を
述
べ
ず

に
勤
務
を
続
行
し
、
後
に
（
退
職
時
に
）、
こ
れ
に
同
意
を
し
て
い
な
い
こ
と
主
張
し
て
変
更
前
の
賃
金
と
の
差
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る33

）。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
八
七
年
の
破

院
判
決34

）は
、

労
働
契
約
の
本
質
的
変
更
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
﹇
‖

労
働
者
ら
﹈
が
就
労
を
継
続
し
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
こ
れ
を
承
諾
し
た
と
の
帰
結
を
も
た
ら
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
判
断
を
な
し
、
変

更
後
の
賃
金
で
勤
務
を
継
続
し
て
も
「
黙
示
の
同
意
」
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
法
理
は
、
以
後
の
判
例
に
よ
り
継
承
さ
れ
る
よ

う
に
な
る35

）。
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（
ロ
）
立
法
に
よ
る
一
定
の
解
決

し
か
し
、
不
利
益
変
更
に
つ
い
て
特
に
異
義
を
述
べ
る
こ
と
な
く
勤
務
を
継
続
し
、
後
に
変
更
前
の
労
働
条
件
の
維
持
を
主
張
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
な
る
と
、
労
使
間
の
法
的
関
係
は
不
安
的
な
も
の
と
な
り
、
使
用
者
は
安
ん
じ
て
経
済
活
動
を
な
し
え
な
い
。
そ
こ
で
、
当
時

進
展
し
て
い
た
経
済
的
解
雇
の
法
制
に
対
応
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
一
九
九
三
年
に
立
法
的
解
決
が
図
ら
れ
、
現
在
で
は
同
規
定

の
適
用
の
も
と
で
問
題
の
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る36

）。

す
な
わ
ち
、
労
働
法
典L

.1222
6

条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

使
用
者
は
、L

.1233
3

条
に
述
べ
た
経
済
的
事
由
の
一
つ
に
よ
り
労
働
契
約
の
本
質
的
要
素
の
変
更
を
予
定
す
る
と
き
に
は
、
労
働
者

に
対
し
て
、
受
領
証
明
付
き
の
書
留
郵
便
で
そ
れ
を
提
案
す
る
。

こ
の
送
達
文
書
に
は
、
労
働
者
が
そ
れ
﹇
‖
提
案
﹈
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
受
理
の
と
き
か
ら

一
ヵ
月
の
期
間
を
有
す
る
こ
と
を
、
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

労
働
者
が
こ
の
一
ヵ
月
の
期
間
内
に
返
答
を
な
さ
な
い
と
き
に
は
、
労
働
者
は
提
案
さ
れ
た
変
更
を
承
諾
し
た
と
み
な
さ
れ
る
。」

こ
の
よ
う
に
、
拒
否
の
意
思
を
有
す
る
労
働
者
は
一
ヵ
月
以
内
に
そ
の
意
思
を
書
面
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
を
な
さ
な
い
場

合
に
は
同
意
し
た
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
手
続
的
手
法
に
よ
り
、
契
約
関
係
の
不
安
定
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

同
条
に
い
う
経
済
的
事
由
に
よ
ら
な
い
労
働
契
約
の
変
更
の
場
合
は
、
こ
の
ル
ー
ル
は
予
定
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
と
し
て
は
、

後
で
問
題
が
残
ら
な
い
よ
う
に
、
任
意
で
労
働
者
の
承
諾
の
意
思
を
書
面
に
よ
り
確
認
す
る
し
か
な
い
。
ま
た
、
返
答
が
な
い
場
合
に
は
承

諾
し
た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。

（法政研究81-４- ）338 884

論 説



（
４
）
合
意
解
約
に
お
け
る
同
意

（
イ
）
約
定
に
よ
る
破
棄

フ
ラ
ン
ス
で
も
、
労
働
契
約
の
合
意
解
約
の
方
式
は
実
施
さ
れ
て
き
た
が
、
解
雇
規
制
や
労
働
者
の
利
益
保
障
を
回
避
ま
た
は
潜
脱
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
、
脱
法
的
な
破
棄
事
由
と
解
さ
れ
、
否
定
的
な
評
価
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
経
済
的
事
由
に
よ
り
合
意
解
約
し

た
場
合
に
は
、
経
済
的
解
雇
の
規
整
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
る
か
ら
、
あ
え
て
合
意
解
約
を
す
る
メ
リ
ッ
ト
も
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
り
つ
つ
、
合
意
解
約
の
規
制
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
発
想37

）か
ら
、
新
し
い
タ
イ
プ
の

合
意
解
約
の
方
式
が
二
〇
〇
八
年
の
全
国
職
際
協
定
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
こ
れ
が
同
年
に
立
法
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
が
、

約

定
に
よ
る
破
棄
（ru

p
tu
re co

n
v
en
tio
n
n
elle

）」
と
称
さ
れ
る
制
度
で
あ
る38

）。

（
ロ
）
破
棄
の
手
続
と
労
働
者
の
自
由
な
意
思

約
定
に
よ
る
破
棄
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
に
つ
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
実
施
す
る
に
先
立
ち
、
使
用
者
は

対
象
労
働
者
と
面
談
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
面
談
に
は
労
使
と
も
立
会
人
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
弁
護
士
は
立
会
人
に
な

れ
な
い
）。

こ
の
面
談
の
後
、
労
使
が
破
棄
の
た
め
の
証
書
を
作
成
し
、
こ
の
協
定
書
に
署
名
す
る
こ
と
で
労
働
契
約
の
破
棄
が
な
さ
れ
る
（L

.1237

11

条
第
二
項
）。
こ
の
協
定
書
に
は
、
破
棄
に
際
し
て
支
払
わ
れ
る
手
当
の
額
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者
と
労
働
者
は
い
ず
れ
も
、
協
定
の
署
名
の
日
か
ら
一
五
暦
日
の
間
に
、
受
け
取
り
証
明
付
き
の
文
書
に
よ
り
、
協
定
を
撤
回
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
同
条
三
項
）。
こ
の
点
で
、
労
働
者
に
は
一
五
日
間
の
熟
慮
期
間
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
期
間
に
撤
回
が
な
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
協
定
は
行
政
官
庁
（
県
労
働
長
官
）
の
認
可
（h

o
m
o
lo
g
a
tio
n

）
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
、
県
労
働
長
官
は
認
可
申
請
の
受
理
の
日
か
ら
一
五
労
働
日
の
期
間
内
に
決
定
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
五
日
以
内
に
決
定
し
な

（81-４- ）885 339
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い
と
、
認
可
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。L

.1237
14

条
）。
こ
の
認
可
・
不
認
可
決
定
に
対
し
て
は
、
労
働
審
判
所
に
取
消
訴
訟
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

約
定
に
よ
る
破
棄
を
受
け
入
れ
た
労
働
者
は
、
通
常
の
合
意
解
約
に
な
い
利
益
を
保
障
さ
れ
る
。
第
一
に
、
労
働
者
に
は
「
破
棄
手
当
」

の
請
求
権
が
生
じ
る
。
第
二
に
、
約
定
に
よ
る
破
棄
は
、
解
雇
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
失
業
手
当
の
給
付
を
受
け
る
権
利
が
生
じ
る
。

特
に
、
後
者
は
経
済
的
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
。
一
方
、
使
用
者
か
ら
見
て
も
、
こ
の
方
式
は
、
会
社
を
辞
め
て
ほ
し
い
、
す
な
わ
ち
労
働
契

約
を
終
了
さ
せ
た
い
労
働
者
に
つ
い
て
、
経
済
的
解
雇
の
手
続
に
着
手
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
不
当
解
雇
と
判
断
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
負
う
こ

と
も
な
く
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
点
で
有
益
な
手
段
で
あ
る
。

４

日
本
法
へ
の
示
唆

（
１
）
改
革
の
方
向

（
イ
）
立
法
に
よ
る
手
続

以
上
、
３
で
は
、
２
で
見
た
労
働
者
の
同
意
に
関
す
る
論
点
を
ふ
ま
え
、
①
日
本
の
割
増
賃
金
の
定
額
払
い
合
意
に
対
応
す
る
形
で
、
フ

ラ
ン
ス
の
定
額
払
い
（fo

rfa
it

）
合
意
の
制
度
を
、
②
日
本
の
労
働
契
約
の
変
更
の
合
意
に
対
応
す
る
形
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
契
約
変

更
の
法
理
と
制
度
を
、
③
日
本
の
合
意
解
約
へ
の
同
意
に
対
応
す
る
形
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
約
定
に
よ
る
破
棄
」
の
制
度
を
紹
介
し
た
。

ま
ず
は
法
形
式
の
側
面
で
見
る
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
各
制
度
は
、
い
ず
れ
も
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
、
す
べ
て

労
働
法
典
に
立
法
化
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
定
額
払
い
制
度
は
二
〇
〇
八
年
に
、
②
労
働
契
約
の
内
容
に
関
す
る
手
続
制

度
は
一
九
九
三
年
に
、
③
フ
ラ
ン
ス
の
「
約
定
に
よ
る
合
意
」
は
二
〇
〇
八
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
法
整
備
さ
れ
、
労
働
法
典
に
組
み
入
れ
ら
れ
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て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
立
法
は
、
い
ず
れ
も
各
時
期
に
お
け
る
雇
用
政
策
の
一
環
と
し
て
、
積
極
的
な
国
家
的
介
入
と
し
て
実
現
し
た
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
定
額
払
い
制
度
は
労
働
時
間
規
制
の
柔
軟
化
に
よ
る
雇
用
政
策
と
し
て
、
②
労
働
契
約
の
変
更
制
度
は
経
済
的
解
雇

に
関
す
る
立
法
の
一
環
と
し
て
、
③
「
約
定
に
よ
る
破
棄
」
は
フ
レ
キ
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
理
念
に
基
づ
く
雇
用
政
策
と
し
て
実
現
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
労
働
契
約
法
の
課
題
が
雇
用
政
策
と
結
び
つ
く
こ
と
で
実
現
し
、
成
功
し
た
制
度
で
あ
っ
た
。

た
し
か
に
、
日
本
で
も
労
働
契
約
法
で
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
合
意
の
原
則
が
労
働
関
係
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
立
法
に
よ
る
理
念
的
宣
言
（
か
け
声
）
と
し
て
謳
わ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
、
合
意
の
原
則
の
実
現
に
際

し
て
、
労
働
者
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
由
な
意
思
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
何
ら
規
定
が
存
在
し
な
い
。

の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
は
契
約
立
法
を
雇
用
政
策
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
発
想
も
工
夫
も
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
ロ
）
団
体
的
規
制
・
公
的
規
制
の
介
入
に
よ
る
支
え

フ
ラ
ン
ス
の
各
制
度
で
は
、
い
ず
れ
も
労
働
協
約
等
に
よ
る
団
体
的
規
制
お
よ
び
行
政
に
よ
る
公
法
的
規
制
（
ま
た
は
そ
の
一
方
）
が
個

別
労
働
者
の
個
別
の
意
思
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
仕
組
み
を
設
け
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
い
い
う
る
。

す
な
わ
ち
、
①
定
額
払
い
合
意
の
制
度
で
は
、
週
・
月
単
位
の
定
額
制
だ
け
は
個
別
同
意
だ
け
で
可
能
で
あ
る
が
、
他
の
二
種
の
定
額
制

は
企
業
・
事
業
所
協
定
ま
た
は
そ
れ
が
な
い
と
き
に
部
門
協
約
の
締
結
の
も
と
に
、
個
別
合
意
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
と
と
も
に
、
対
象
労
働

者
、
制
度
の
内
容
・
上
限
に
つ
い
て
法
律
に
よ
る
規
制
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
②
労
働
契
約
の
変
更
は
、
判
例
の
発
展
を
整
序
す
る
方
向
で
、

立
法
に
よ
る
最
小
限
の
手
続
介
入
が
企
て
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
。
③
「
約
定
に
よ
る
破
棄
」
制
度
は
、
そ
れ
ま
で
個
別
合
意
の
レ
ベ
ル
で
行

わ
れ
て
い
た
合
意
解
約
を
、
積
極
的
に
雇
用
政
策
の
中
に
位
置
づ
け
た
も
の
で
あ
り
、

認
可
」
手
続
に
よ
る
行
政
官
庁
（
県
労
働
長
官
）

の
介
入
が
有
効
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、
法
の
定
め
た
ル
ー
ル
に
則
り
、
労
働
協
約
や
行
政
の
介
入
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
な
が
ら
同
意
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
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個
々
の
労
働
者
に
孤
立
し
た
状
況
で
同
意
に
応
じ
る
か
を
迷
わ
せ
、
性
急
な
同
意
の
意
思
表
示
を
強
い
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

合
意

の
原
則
」
は
、
②
で
見
た
日
本
の
裁
判
事
例
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
「
合
意
し
た
か
ら
不
利
益
を
押
し
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
方
向
で
、

労
働
者
の
保
護
を
図
」
る
と
い
う
立
法
目
的
と
は
逆
作
用
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
労
働
者
の
同

意
・
合
意
は
、
相
反
す
る
二
面
性
を
有
す
る
。
こ
れ
を
防
ぐ
手
立
て
と
し
て
、
団
体
的
規
制
や
行
政
庁
の
介
入
は
不
可
欠
で
あ
る
。
日
本
の

制
度
は
、
単
に
当
事
者
の
合
意
を
提
唱
す
る
だ
け
で
何
ら
労
働
法
的
な
介
入
を
行
わ
な
い
、
ナ
イ
ー
ブ
な
「
裸
の
」
合
意
論
に
す
ぎ
な
い
。

（
ハ
）
手
続
の
重
視

い
ず
れ
の
制
度
も
、
手
続
的
規
制
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
①
定
額
制
に
お
い
て
は
、
特
に
年
間
定
額
制
や
年
間
労
働
日
数
に

つ
い
て
の
定
額
制
は
、
上
記
企
業
・
事
業
場
レ
ベ
ル
で
の
協
定
で
制
度
の
詳
細
な
内
容
と
上
限
を
定
め
る
手
続
が
前
提
と
な
る
。
ま
た
、
年

間
労
働
日
数
の
定
額
制
の
実
施
の
も
と
で
は
、
使
用
者
が
対
象
労
働
者
に
対
し
て
個
別
面
談
す
る
仕
組
み
も
印
象
深
い
。
②
労
働
契
約
の
変

更
に
お
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
使
用
者
か
ら
の
文
書
通
知
、
労
働
者
か
ら
の
一
か
月
以
内
の
返
答
と
い
う
、
文
書
通
知
お
よ
び
熟
慮
期

間
を
保
障
し
た
手
続
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
③
「
約
定
に
よ
る
破
棄
」
制
度
に
お
い
て
は
、
労
使
の
個
別
面
談
（
立
会
人
臨
席
）⇒

破
棄
証

書
の
作
成⇒

一
五
日
間
の
熟
慮
期
間⇒

行
政
官
庁
へ
の
認
可
申
請⇒

一
五
日
以
内
の
認
可⇒

破
棄
の
効
力
発
生
と
い
う
、
慎
重
な
手
続
が
課

さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
面
談
の
方
式
で
ま
た
、
労
働
者
が
急
に
同
意
を
迫
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
熟
慮
期
間
を
設
け
る
こ
と
で
「
合
意
」
の

実
質
的
な
実
現
が
担
保
さ
れ
て
い
る
。

（
ニ
）

裸
の
」
労
働
者
同
意
論
か
ら
の
脱
却

以
上
の
フ
ラ
ン
ス
の
諸
制
度
か
ら
み
る
と
、
合
意
の
原
則
が
真
に
労
働
者
の
同
意
を
保
障
し
、
そ
れ
が
労
働
者
の
保
護
や
労
使
関
係
の
安

定
に
結
び
つ
く
に
は
、
単
純
に
合
意
の
原
則
を
原
則
の
ま
ま
で
繰
り
返
し
提
唱
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
な
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
の
み
な
ら

ず
、
わ
が
国
の
現
行
制
度
の
展
開
で
は
、
む
し
ろ
使
用
者
の
方
が
形
だ
け
で
も
労
働
者
の
同
意
を
取
り
つ
け
て
不
利
益
変
更
を
図
ろ
う
と
す

る
、
保
護
の
方
向
に
反
す
る
逆
作
用
さ
え
生
じ
て
い
る
。
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こ
れ
を
是
正
す
る
に
は
、
こ
う
し
た
「
裸
の
」
労
働
者
同
意
論
を
脱
却
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
点
で
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
の
展
開

は
、
示
唆
的
で
あ
る
。
要
約
す
る
な
ら
ば
、
上
記
の
よ
う
に
、
立
法
に
よ
る
制
度
保
障
、
団
体
的
・
行
政
的
な
規
制
的
介
入
、
熟
慮
期
間
の

手
法
を
含
む
手
続
保
障
を
検
討
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
む
す
び
｜
合
意
の
原
則
の
新
た
な
課
題

（
イ
）

沈
黙
の
世
界
」
か

労
働
法
の
歴
史
を
長
い
ス
パ
ン
で
み
る
と
、
労
働
関
係
に
お
い
て
労
働
者
が
「
沈
黙
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
代
か
ら
、
労
使
間
の
合
意

の
た
め
に
双
方
が
「
言
葉
」
を
発
す
る
時
代
へ
の
転
換
で
あ
る
と
の
所
説
を
、
本
項
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
に
お
け
る

労
働
者
の
同
意
論
は
、
こ
の
点
か
ら
す
る
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
特
に
、
賃
金
引
き
下
げ
に
関
す
る
労
働
者
の
同
意
論
、

あ
る
い
は
合
意
解
約
・
退
職
勧
奨
に
関
す
る
労
働
者
の
同
意
論
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
は
使
用
者
側
の
申
込
に
対
し
て
、
決
し
て
同
意
す
る
こ

と
な
く
耐
え
抜
い
て
、
沈
黙
を
守
り
通
す
こ
と
こ
そ
が
自
己
の
利
益
に
つ
な
が
る
。
賃
金
引
き
下
げ
に
関
し
て
は
、
黙
示
の
同
意
・
承
諾
は

基
本
的
に
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
異
議
を
述
べ
る
こ
と
な
く
給
与
を
受
領
し
、
後
に
退
職
す
る
と
き
に
差
額
請
求
す
る
の
が
賢
明
で
あ
る
し

（
時
効
の
問
題
は
あ
る
が
）。
合
意
解
約
に
つ
い
て
も
、
使
用
者
の
退
職
勧
奨
が
権
利
侵
害
に
至
る
ま
で
沈
黙
を
守
っ
て
耐
え
抜
き
、
後
に
退

職
強
要
等
の
主
張
を
行
う
の
が
望
ま
し
い
。
労
働
者
は
明
示
的
に
同
意
を
拒
否
す
る
よ
り
も
、
何
も
語
ら
な
い
方
が
よ
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

日
本
の
合
意
の
原
則
で
は
、
今
な
お
「
沈
黙
」
の
方
が
優
位
で
あ
り
、
真
の
「
言
葉
」
の
時
代
は
到
来
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
マ
ッ
ク

ス
・
ピ
カ
ー
ド
の
い
う
「
沈
黙
の
世
界
」
が
日
本
の
労
働
関
係
を
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
ロ
）
求
め
ら
れ
る
労
働
法
的
技
術

こ
の
よ
う
に
沈
黙
す
る
方
が
有
利
な
解
決
を
得
ら
れ
る
事
態
が
、
日
本
法
で
は
労
契
法
の
「
合
意
の
原
則
」
の
も
と
で
加
速
し
て
い
る
と
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い
う
の
は
、
皮
肉
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
是
正
と
改
善
の
方
策
は
、

合
意
の
原
則
の
実
質
化
」
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

わ
が
国
の
労
働
契
約
法
は
、

合
意
の
原
則
」
を
繰
り
返
す
の
み
で
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
方
策
を
十
分
に
定
め
て
い
な
い39

）。
か

え
っ
て
、
労
働
契
約
の
内
容
決
定
や
不
利
益
変
更
の
場
面
で
は
、
就
業
規
則
の
拘
束
力
を
積
極
的
に
承
認
す
る
こ
と
で
、
合
意
の
原
則
を
後

退
さ
え
さ
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
本
稿
の
二
で
見
た
よ
う
に
、
判
例
が
そ
の
空
白
を
埋
め
る
た
め
に
努
力
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い

う
し
か
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
労
働
契
約
法
が
、
合
意
の
原
則
を
実
質
化
す
る
た
め
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
法
は
そ
の

方
向
性
に
つ
い
て
示
唆
を
も
た
ら
す
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
個
別
労
働
者
の
同
意
の
意
思
が
「
自
由
」
を
失
わ
な
い
よ
う
に
、
団
体
的
な
サ

ポ
ー
ト
、
行
政
的
な
サ
ポ
ー
ト
、
法
定
手
続
の
保
障
な
ど
、
ナ
イ
ー
ブ
な
意
思
論
か
ら
脱
却
す
る
た
め
の
労
働
法
的
技
術
を
駆
使
す
る
こ
と

で
問
題
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
。

付
記
）
本
研
究
は
、
平
成
二
六
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｂ
）

課
題
番
号：

二
五
二
八
五
〇
一
八
）
の
成
果
の
一
部

で
あ
る
。

１
）

Ja
cq
u
es L

e G
o
ff,

D
u silen

ce a
la p

a
ro
le,

U
n
e h

isto
ire d

u d
ro
it d

u tra
v
a
il d

es a
n
n
ees 1830 a

n
o
s jo

u
rs,

P
U
R
,
2004.

２
）

同
書
の
前
書
き
の
冒
頭
で
、P

h
ilip

p
e W

a
q
u
et

破
毀
院
名
誉
裁
判
長
は
、
そ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。ib

id
.
p
.11.

３
）

フ
ラ
ン
ス
労
働
法
で
は
、
労
働
契
約
論
の
発
達
が
、
民
法
に
お
け
る
規
定
の
増
加
・
詳
細
化
と
い
う
手
法
で
は
な
く
、
民
法
の
契
約
論
を
基
盤
と
し

な
が
ら
も
、
独
自
の
法
制
と
し
て
発
達
し
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
野
田
進
「
労
働
契
約
法
の
債
権
法
と
の
関
係
性
｜
総
論
的
課
題

の
考
察
」
学
会
誌
労
働
法
一
二
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
頁
。

４
）

こ
の
た
め
、
労
働
契
約
法
と
一
般
法
（
債
権
法
）
と
し
て
の
契
約
理
論
の
関
係
性
が
明
ら
か
で
な
く
、
契
約
法
か
ら
分
離
さ
れ
た
独
自
の
法
体
系
に

追
い
や
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
労
働
契
約
論
は
、
民
法
（
債
権
法
）
を
基
礎
に
置
い
た
理
論
基
盤
に
形
成
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
野
田
・
前

掲
「
労
働
契
約
法
の
債
権
法
と
の
関
係
性
｜
総
論
的
課
題
の
考
察
」
の
Ⅱ
を
参
照
。

（法政研究81-４- ）344 890
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５
）

シ
ン
ガ
ー
・
ソ
ー
イ
ン
グ
・
メ
シ
ー
ン
事
件
・
最
二
小
判
昭
和
四
八
・
一
・
一
九
民
集
二
七
巻
一
号
二
七
頁
。

６
）

日
新
製
鋼
事
件
・
最
二
小
判
平
成
二
・
一
一
・
二
六
民
集
四
四
巻
八
号
一
〇
八
五
頁
「
労
働
者
が
そ
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
き
右
相
殺
に
同
意
し
た
場

合
に
お
い
て
は
、
右
同
意
が
労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
合
理
的
な
理
由
が
客
観
的
に
存
在
す
る
と
き

は
、
右
同
意
を
得
て
し
た
相
殺
は
右
規
定
に
違
反
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
」。

７
）

コ
ン
ド
ル
馬
込
交
通
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
〇
・
六
・
四
労
働
判
例
九
七
三
号
六
七
頁
。

８
）

リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
証
券
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
四
・
四
・
一
〇
労
働
判
例
一
〇
五
五
号
八
頁
。

９
）

協
和
企
業
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
五
・
一
〇
・
九L

E
X
-D
B

文
献
番
号25502224

。

10
）

テ
ッ
ク
ジ
ャ
パ
ン
事
件
・
最
一
小
判
平
成
二
四
・
三
・
八
労
判
一
〇
六
〇
号
五
頁
。

11
）

親
愛
事
件
東
京
地
判
・
平
成
二
六
・
二
・
一
四L

E
X
-D
B

文
献
番
号25503094

。

12
）

ワ
ー
ク
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
四
・
九
・
四
労
判
一
〇
六
三
号
六
五
頁
。

13
）

二
〇
一
四
年
四
月
二
二
日
産
業
競
争
力
会
議
雇
用
・
人
材
分
科
会
報
告
書
「
個
人
と
企
業
の
成
長
の
た
め
の
新
た
な
働
き
方
」。
な
お
、
同
年
六
月
二

四
日
の
「
日
本
再
興
戦
略
・
改
訂
二
〇
一
四
」
で
は
、
一
千
万
円
以
上
の
年
収
要
件
等
の
も
と
で
の
「
高
収
入
・
ハ
イ
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
型
」
を
導
入
し
よ
う

と
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
同
意
要
件
は
明
確
で
な
い
。

14
）

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｘ
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
四
・
二
・
二
七
労
判
一
〇
四
八
号
七
二
頁
。

15
）

ザ
・
ウ
ィ
ン
ザ
ー
・
ホ
テ
ル
ズ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
事
件
・
札
幌
高
判
平
成
二
四
・
一
〇
・
一
九
労
判
一
〇
六
四
号
三
七
頁
。

16
）

小
川
工
業
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
二
・
三
・
二
九
（L

E
X
-D
B

文
献
番
号25471323

）。

17
）

広
島
中
央
保
健
生
活
協
同
組
合
事
件
・
最
一
小
判
平
成
二
六
・
一
〇
・
二
三
労
判
。

18
）

協
愛
事
件
・
大
阪
高
判
平
成
二
二
・
三
・
一
八
労
判
一
〇
一
五
号
八
三
頁
。

19
）

熊
本
信
用
金
庫
事
件
・
熊
本
地
判
平
成
二
六
・
一
・
二
四
労
判
一
〇
九
二
号
六
二
頁
。

20
）

本
田
技
研
工
業
事
件
・
東
京
高
判
平
成
二
四
・
九
・
二
〇
労
経
速
二
一
六
二
号
三
頁
。

21
）

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
、
下
関
商
業
事
件
（
最
一
小
判
昭
和
五
五
・
七
・
一
〇
労
判
三
四
五
号
二
〇
頁
）
を
参
照
。

22
）

こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
各
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
野
田
進
「
雇
用
調
整
方
式
と
そ
の
法
的
対
応
｜
フ
ラ
ン
ス
法
か
ら
の
考
察
｜
」
西
谷
敏
先
生
古

希
記
念
論
集
『
労
働
法
と
現
代
法
の
理
論
（
下
）』

日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
〇
五
頁
所
収

23
）

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
事
件
・
大
阪
地
判
平
成
二
六
・
三
・
一
七
（L

E
X
-D
B

文
献
番
号25503681

）。

24
）

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
事
件
・
札
幌
地
判
平
成
二
四
・
九
・
五
労
判
一
〇
六
一
号
五
頁
。

25
）

や
や
珍
し
い
判
断
で
あ
る
が
、
諭
旨
退
職
に
つ
い
て
の
判
断
も
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
鹿
島
建
設
事
件
の
東
京
地
裁
判
決
は
、
諭
旨
退
職
処
分

（81-４- ）891 345
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と
い
う
懲
戒
処
分
が
労
働
者
の
退
職
の
自
由
を
侵
害
す
る
か
を
判
断
し
て
い
る
。
同
処
分
は
、
退
職
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば
懲
戒
解
雇
と
し
て
扱
わ
れ
、

そ
の
意
味
で
は
「
退
職
届
を
提
出
す
る
か
ど
う
か
の
選
択
の
余
地
が
あ
る
程
度
制
約
さ
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
」
が
、
な
お
そ
の
こ
と
に
よ
り
、

退

職
の
意
思
表
示
が
原
告
の
自
由
な
意
思
や
真
意
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
こ
と
ま
で
認
め
ら
れ
る
も
の
で
な
い
」
と
判
断
し
て
い
る
。

26
）

エ
ム
・
シ
ー
・
ア
ン
ド
・
ピ
ー
事
件
・
京
都
地
判
平
成
二
六
・
二
・
二
七
労
判
一
〇
九
二
号
六
頁
。

27
）

兵
庫
県
商
工
会
連
合
会
事
件
・
神
戸
地
裁
判
決
は
、

神
戸
地
姫
路
支
判
平
成
二
四
・
一
〇
・
二
九
労
判
一
〇
六
六
号
二
八
頁
）

28
）

日
本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
事
件
・
東
京
高
判
平
成
二
四
・
一
〇
・
三
一
労
経
速
二
一
七
二
号
三
頁
。

29
）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
定
の
議
論
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
山
川
隆
一
「
労
働
条
件
変
更
に
お
け
る
同
意
の
認
定
｜
賃
金
減
額
を
め
ぐ
る
事

例
を
中
心
に
」
菅
野
和
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
『
労
働
法
学
の
展
望
』
二
五
七
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）。

30
）

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
根
本
到
「
雇
用
危
機
下
の
解
雇
法
理
と
退
職
を
め
ぐ
る
法
理
｜
整
理
解
雇
を
め
ぐ
る
論
議
を
契
機
と
し
て
」

労
旬
一
六
九
七
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
六
頁
を
参
照
。

31
）

社
会
民
主
主
義
の
刷
新
と
労
働
時
間
の
改
革
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
八
月
二
八
の
法
律
第
二
〇
〇
八

七
八
九
号
」
に
よ
り
、
労
働
法
典L

.3121

38

条
以
下
に
定
め
ら
れ
た
。

32
）

こ
の
問
題
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
、
野
田
進
『
労
働
条
件
の
変
更
と
解
雇
｜
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
』

信
山
社
、
一
九
九
七
年
）
第
一
編
を
参
照
。

33
）

こ
の
点
で
は
、
日
本
の
近
年
の
裁
判
例
と
し
て
、
２
（
３
）

イ
）
で
紹
介
し
た
、
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｘ
事
件
、
ザ
・
ウ
ィ
ン
ザ
ー
・
ホ
テ
ル
ズ
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
事
件
と
同
様
の
問
題
を
提
起
す
る
事
案
で
あ
る
。

34
）

R
a
q
u
in

判
決
と
称
さ
れ
る
、
著
名
な
破

院
判
決
で
あ
る
。S

o
c.
8 o

cto
b
re 1987,

B
u
ll.
V
 
n
541,

p
.
344.

35
）

こ
の
法
理
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
野
田
・
前
掲
『
労
働
条
件
の
変
更
と
解
雇
｜
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
』
七
四
頁
以
下
、
九
五
頁
以
下
を
参
照
。

36
）

一
九
九
三
年
一
二
月
二
〇
日
の
雇
用
五
カ
年
法
」
に
基
づ
き
、
労
働
法
典
に
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
野
田
・
前
掲
『
労
働
条
件
の
変
更
と
解
雇
｜
フ

ラ
ン
ス
と
日
本
』
一
二
〇
頁
以
下
を
参
照
。

37
）

同
制
度
は
、
雇
用
の
確
保
と
職
業
転
換
の
促
進
と
を
同
時
に
推
進
す
る
政
策
（
フ
レ
キ
シ
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
（flex

isecu
rite

））
を
体
現
す
る
制

度
と
評
価
さ
れ
て
い
る

38
）

協
定
に
よ
る
破
棄
」
に
つ
い
て
は
、
野
田
進
「
雇
用
調
整
方
式
と
そ
の
法
的
対
応
｜
フ
ラ
ン
ス
の
「
破
棄
確
認
」
お
よ
び
「
約
定
に
よ
る
解
約
」

ル
ー
ル
｜
」
西
谷
敏
先
生
古
希
記
念
論
集
『
労
働
法
と
現
代
法
の
理
論
（
下
）』

日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
〇
五
頁
、
奥
田
香
子
「
フ
ラ
ン
ス
の

合
意
解
約
制
度
｜
紛
争
予
防
メ
カ
ニ
ズ
ム
｜
」
同
書
三
三
九
頁
を
参
照
。

39
）

強
い
て
い
え
ば
、
労
働
契
約
の
内
容
の
理
解
促
進
義
務
を
定
め
る
労
契
法
四
条
で
あ
る
が
、
そ
の
規
範
的
意
味
は
明
ら
か
で
な
い
。

（法政研究81-４- ）346 892
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